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１．設置の目的 

志免町、宇美町、須恵町、粕屋町、篠栗町の消費生活に関する各種情報の収集・提供及び消費者相談・苦

情の適切な処理を実施し、消費者被害の防止・救済と消費者意識の向上を図ることにより消費者としての

自立を支援し、もって町民の安全で安心できる消費者生活の実現に寄与する。 

２．沿 革 

○平成 24年 6月に志免町が毎週火曜・金曜日、相談窓口を開設 

○平成 25年 4月に宇美町が毎週月曜・木曜日、相談窓口を開設 

○平成 26年 4月に須恵町が広域参加（中心市集約方式）となり、月曜・火曜・水曜 

・木曜・金曜日の実質 5日の相談窓口を開設 

○平成 27年 4月 1日、志免町地域安全安心センター2階に 

「かすや中南部広域消費生活センター」開設 

  中部：粕屋町・篠栗町 

  南部：志免町・宇美町・須恵町 

３．機構・事務分掌及び職員数 

（１）機構 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須 恵 町  

宇 美 町 

篠栗町 産業観光課 商工観光係 

TEL:092-947-1217

志 免 町  

粕 屋 町  

篠 栗 町  

志免町 生活安全課 安全安心係 

TEL:092-935-1181 

 

宇美町地域コミュニティ課危機管理係 

TEL:092-933-5500   

 

粕屋町 地域振興課 地域振興係 

TEL:092-938-0194  

須恵町 地域振興課 産業振興係 

TEL:092-932-1438  

 

かすや中南部広域消費生活センター 

『志免町地域安全安心センター』 

（１階：粕屋警察署志免交番） （2 階：消費生活センター） 

tel:092-947-1217
tel:092-947-1217
tel:092-947-1217
tel:092-947-1217
tel:092-935-1181
tel:092-933-5500　
tel:092-938-0194(直通)1
tel:092-932-1438(直通)
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①  職員数 計 8名              

  センター長 1名 消費生活相談員 6名 事務員 1名 

 

②  相談業務時間     10時から 15時 30分まで  

          

③  出張相談 

・宇美町：毎週火曜日   10時から 15時 30分まで 

 

④  各町の人口（令和 6年 3月末 現在） 

町 名 人   口(人） 

志免町 46,388  

宇美町 36,907 

須恵町 29,241 

粕屋町 48,731 

篠栗町 31,191 

計  192,458 

 

（２）事務分掌 

・消費生活にかかる相談および苦情の処理に関すること。 

・消費生活にかかる知識の普及及び情報の提供に関すること。 

・その他消費生活の安定及び向上に関すること。 

４．施設の概要 

（１）所在地  

福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目１０番１０号 

（志免町地域安全安心センター２階） 

TEL:０９２-９３６－１５９７ 

TEL:０９２-９３６－１５９４〈相談受付〉 

FAX:０９２-９３６－１６１０ 

 

 

 

2 階ロビー 
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（２）施設形態  

志免町地域安全安心センター内 

『２階：かすや中南部広域消費生活センター 』 

※1階は粕屋警察署志免交番 

 

（３）開館時間等  

開館時間       9時から 17時まで 

相談受付時間   10時から 15時 30分まで 

休館日        土曜・日曜日、祝日、 12月 29日から 1月 3日まで 

 

（４）面   積   

施設総面積    １５８．００㎡（２階センター部分） 

センター事務室            ５１．０５㎡ 

相 談 室 １              ６．１６㎡ 

相 談 室 ２             ６．０４㎡ 

会 議 室              ３１．６７㎡ 

ホ ー ル               ２１．４２㎡ 

その他（更衣室・トイレ・倉庫他）     ４１．６６㎡ 

◇配置図（志免町地域安全安心センター2 階） 

 

 

 

相談室 

受付カウンター 
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消費者をとりまく環境は、デジタル情報化、国際化、高齢化といった社会の変化を受け、消

費生活における商品やサービスの販売形態、契約の内容も複雑多様化しています。 

長期間に及んでいる新型コロナウイルス感染症の影響等で生活スタイルに変化が生じたこと

などにより、ネット通販利用の拡大やＳＮＳをきっかけとして勧誘を受けるケースが増えてい

ますが、このことに伴う消費者トラブルの増加も危惧されます。 

 

令和５年度にかすや中南部広域消費生活センターに寄せられた相談受付件数は１，１３１件

で、令和４年度の１，１０１件に比べ３０件増加（２．７％増加）しました。 

月平均約９４件の相談が寄せられ、そのほとんどが契約に関する相談でした。 

令和５年度の来所相談件数は２７３件で、前年度の２２４件に比べ４９件増加しました。 

 

相談内容は、「商品一般」に関する相談が最も多く、「未納料金」又は「債務不履行により訴

訟提起された」など、身に覚えがなく債権の内容も不明な料金について、支払いや連絡を求め

る架空請求に関する相談が多く寄せられました。 

 

「化粧品」や「健康食品」に関する相談も多く寄せられています。初回お試し価格で申し込

んだが、二回目が届き、解約の連絡をしたところ、購入が条件の「定期購入」になっているの

で解約できないと言われたという相談や、「いつでも解約可能」という広告を見て定期購入で注

文し、二回目以降を解約しようと電話をするが、いつも混みあっていてつながらないという相

談が寄せられました。ほとんどがインターネット通販で、ネット広告（広告表示等）に係る相

談も含まれます。 

 

不動産貸借に関する相談は、賃貸アパートに係る相談が大部分を占めており、契約や退去時

の高額な修理費の請求等の原状回復費などに関するトラブルについての相談が多く寄せられま

した。 

 

訪問販売によるリフォーム工事や修繕工事では、ガス給湯器交換、給排水管工事をもちかけ 

られ、高額、不必要な契約を結んでしまったなどの相談が寄せられました。８０歳代以上から

の相談が８割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       5 

その他、ＳＮＳやインターネット上の広告等を通じて投資や副業といった儲け話をきっかけ

にした消費者トラブルが年齢を問わず目立ってきています。 

 

相談者への助言、自主交渉では解決が難しいと思われる事例については、センターがあっせ
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その他、ＳＮＳやインターネット上の広告等を通じて投資や副業といった儲け話をきっか

けにした消費者トラブルが年齢を問わず目立ってきています。 

 

相談者への助言、自主交渉では解決が難しいと思われる事例については、センターがあっ

せんを行いましたが、解決困難なケースもあり、センター内で月２回開催される法律相談で

弁護士に助言を受けるなどして解決を図りました。法律相談については８２件の利用があり

ました。 

 

消費生活に関する情報や消費者被害防止、さらには消費生活センター相談窓口の周知活動

を合わせて実施している出前講座については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

令和２年度、令和３年度においては開催を中止しましたが、令和４年度から感染対策をとり

ながら開催し、令和 5年度は１９回の開催をおこないました。受講者数は４１５人でした。 

 

 

国の規制緩和の流れの中で、市場ルールの法整備も強化されつつありますが、このような

社会経済の変化は、消費者の選択の幅を広げる一方、消費者には再利用・再生といった資源

を循環させ、環境への負荷が低減された社会形成に向け、商品の選択、使用、廃棄にあたっ

ての環境への配慮など多様な価値観を持つこと、また、消費者一人一人が自らの責任に基づ

いて行動することが求められています。 

 一方、自立して行動すべき消費者が、消費生活に関する必要な知識の不足、又は判断力不

足につけ入れられ、被害に遭うことがないようにしていくことが必要であり、特に高齢者や

成人年齢が引き下げられた若者に対する被害の防止が大きな課題となっており、行政や事業

者は、消費者の安心・安全などの消費者権利を尊重するとともに、その自立を支援するため

の施策や対策を講ずることが求められています。 
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１．相談件数等     

（１） 相談種別 

令和 5年度の新規受付件数は 1,131件で、前年度に比べ 30件増加しました。内訳は苦情 1,061件、問合

せ 69件、要望 1件でした。「苦情」は強引な勧誘や問題のある販売方法など、何らかの『消費者苦情』が

発生している相談、「問合せ」は買物相談や生活知識、売り手の立場での事業者からの相談などです。「要

望」は、苦情に分類するには不自然な要望のみの相談になります。 

 

表１ 

区 分 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

苦 情 910 94.6  1,016 92.3  1,061 93.8  

問合せ 52 5.4  84 7.6  69 6.1  

要 望 0 0.0  1 0.1  1 0.1  

計 962 100.0  1,101 100.0  1,131 100.0  

 

 

 

 

 

910

1,016
1,061

52

84

69

0

1
1

962

1,101
1,131

700

900

1,100

1,300

令和3年度 令和4年度 令和5年度

苦情 問合せ 要望 計

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

図 1 相談受付件数の推移 



8 

 

★ 町別相談種別内訳の推移 

表 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281

221

152

246

141

20

20

16

11

7

9

6

0

1

0

0

0

0

301

238

163

253

150

26

0

50

100

150

200

250

300

350

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

苦情 問合せ 要望 計

  志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

令和 

3年度 

苦 情 293 160 136 177 118 26 910 

問合せ 25 10 6 9 1 1 52 

計 318 170 142 186 119 27 962 

令和 

4年度 

苦 情 287 192 173 215 122 27 1,016 

問合せ 31 19 8 11 12 3 84 

要 望 1 0 0 0 0 0 1 

計 319 211 181 226 134 30 1,101 

令和 

5年度 

苦 情 281 221 152 246 141 20 1,061 

問合せ 20 16 11 7 9 6 69 

要望 0 1 0 0 0 0 1 

計 301 238 163 253 150 26 1,131 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 

図 2 町別相談種別内訳 
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（２） 相談方法  

電話相談、来訪による面談相談、ファックスや電子メールでの文書相談のうち、来訪相談が 273件

（24.1％）で昨年度 224件に比べ 49件増加しました。電話相談は来訪相談の約 3.14倍の 858件

（75.9％）でした。文書による相談はありませんでした。 

表 3 

相談方法 件 数 構成比（％） 

電 話 858 75.9  

来 訪 273 24.1  

文 書 0 0.0  

計 1,131 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 相談方法割合（全体） 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 

電 話

858件

75.9％

来 訪

273件

24.1％

文 書

0件

0.0％

電話 来訪 文書
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★町別相談窓口利用状況内訳 （相談者で集計） 
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181
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125

23

100

57
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25

3
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0

0

0

0

0

301

238

163

253

150

26

0

50

100

150

200

250

300

350

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

電 話 来 所 文 書 計

 
 志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

電 話 201 181 119 209 125 23 858 

来 所 100 57 44 44 25 3 273 

文 書 0 0 0 0 0 0 0 

計 301 238 163 253 150 26 1,131 

図 4 町別相談窓口利用状況内訳 

表 4 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 

志免町 21 20 24 17 42 21 27 28 27 29 24 21 301 

宇美町 23 19 24 13 31 22 16 11 24 24 15 16 238 

須恵町 11 14 8 15 12 13 21 18 10 7 17 17 163 

粕屋町 20 27 23 22 17 26 22 19 28 14 12 23 253 

篠栗町 20 9 10 10 12 16 10 14 10 14 13 12 150 

その他・不明 2 0 1 2 3 3 3 1 1 2 4 4 26 

計 97 89 90 79 117 101 99 91 100 90 85 93 1,131 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他・

不明

計

図 5 月別・町別相談件数割合 

表 5 月別・町別相談件数 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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２．契約当事者の属性等 

（１） 契約当事者年代別の件数と割合 

契約当事者が、70歳以上の相談が 337件と多く、高齢者による契約の相談が全体の約 29.8％を占めてい

ました。年代別では 70歳代が 194件と最も多く、次いで 40歳代、60歳代となっています。80歳以上の相

談が 143件と急増し、内訳は 80歳代が 127件、90歳代が 16件です。20歳未満・30歳代・50歳代・60歳

代の相談割合に減少傾向がみられました。 

 

 

区 分 
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

20歳未満 45 4.7  41 3.7  30 2.7  

20歳代 84 8.7  93 8.4  100 8.8  

30歳代 98 10.2  121 11.0  109 9.6  

40歳代 145 15.1  159 14.4  170 15.0  

50歳代 116 12.1  132 12.0  125 11.1  

60歳代 125 13.0  149 13.5  137 12.1  

70歳代 144 15.0  185 16.8  194 17.2  

80歳以上 104 10.8  118 10.7  143 12.6  

無回答 101 10.5  103 9.4  123 10.9  

計 962 100.0  1,101 100.0  1,131 100.0  

         （※構成比は端数処理の都合上合計は必ずしも 100％にはなりません） 

 図 6 契約当事者年代別の割合 

表６ （注）小数点以下第２位で四捨五入 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和5年度

令和4年度

令和3年度

2.7%

3.7%

4.7%

8.8%

8.4%

8.7%

9.6%

11.0%

10.2%

15.0%

14.4%

15.1%

11.1%

12.0%

12.1%

12.0%

13.5%

13.0%

17.2%

16.8%

15.0%

12.6%

10.7%

10.8%

10.9%

9.4%

10.5%

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答
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★ 町別契約当事者年代別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※その他・・・５町以外からの相談） 

（2） 契約当事者の性別等  

 契約当事者の性別の割合は、女性による契約が 586件（51.8％）、男性による契約が 486件（43.0％）と

なりました。 

 

 

性 別 件 数 構成比（％） 

男 性 486 43.0  

女 性 586 51.8  

団体等 21 1.9  

不明・無回答 38 3.4  

計 1,131 100.0  

（※構成比は端数処理の都合上合計は必ずしも

100％にはなりません） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  志免町 宇美町 須惠町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

20歳未満 7 3 9 6 5 0 30 

20歳代 20 16 13 36 9 6 100 

30歳代 27 18 16 31 13 4 109 

40歳代 41 29 22 48 24 6 170 

50歳代 34 28 11 29 19 4 125 

60歳代 36 34 23 23 20 1 137 

70歳代 51 53 33 29 23 5 194 

80歳以上 45 31 19 21 16 11 143 

無回答 24 14 13 16 11 45 123 

計 285 226 159 239 140 82 1,131 

図 8 契約当事者の性別割合 

 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 表 8 

表 7 

男 性

486件

43.0％
女 性

586件

51.8％

団体等

21件

1.9％

不明・無回答

38件

3.4％

男 性 女 性 団体等 不明・無回答
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★ 町別契約当事者の性別内訳 

 

 
 志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他 計 

男性 130 98 67 111 60 20 486 

女性 147 122 87 122 79 29 586 

団体等 6 5 5 4 1 0 21 

不明・無回答 2 1 0 2 0 33 38 

計 285 226 159 239 140 82 1,131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130
98

67

111

60

20

147

122

87

122

79

29

6

5

5

4

1

0

2

1
0

2

0

33

285
226

159

239

140

82

0

50

100

150

200

250

300

350

400

志免町 宇美町 須恵町 粕屋町 篠栗町 その他

男性 女性 団体等 不明・

無回答

計

表 9 

図 9 町別契約当事者の性別件数 

（※その他・・・5 町以外からの相談） 
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（３） 契約当事者の職業別 

相談者の申し出に従い、年金生活者の場合は「無職」「家事従事者」、アルバイトやパートなど何らかの

形で働いている場合は「給与生活者」に分類しています。「給与生活者」が 462件（40.8％）と最も多く、

続いて「無職」323件（28.6％）、「家事従事者」160件（14.1％）の順になっています。「学生」31件の内

訳は小学生 4件、中学生 4件、高校生 3件、大学・専門学校生等が 19件（無回答 1件）でした。 

 

 

職業別 件 数 構成比（％） 

給与生活者 462 40.8 

自営・自由 63 5.6 

家事従事者 160 14.1 

学生 31 2.7 

無職 323 28.6 

相談窓口 0 0.0 

行政 1 0.1 

消費者団体 0 0.0 

企業・団体 19 1.7 

不明・無関係 72 6.4 

計 1,131 100.0 

 

 

 

 

給与生活者

462件

40.8％

自営・自由

63件

5.6％

家事従事者

160件

14.1％
学生

31件

2.7％

無 職

323件

28.6％

相談窓口

0件

0.0％

行 政

1件

0.1％

消費者団体

0件

0.0％

企業・団体

19件

1.7％

不明・無関係

72件

6.4％

給与生活者 自営・自由 家事従事者 学生 無職

相談窓口 行政 消費者団体 企業・団体 不明・無関係

表 10 

図 10 契約当事者の職業別割合 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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３．相談者の属性等 

（１） 相談者年代別 

相談者年代別では 40歳代が 205件（18.1％）と最も多く、続いて 70歳代 202件（17.9％）、50歳代 167

件（14.8％）の順になっています。 

 

  
令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度  

受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 受付件数 構成比（％） 

20歳未満 9 0.9  16 1.5  10 0.9  

20歳代 68 7.1  83 7.5  86 7.6  

30歳代 97 10.1  129 11.7  113 10.0  

40歳代 190 19.8  200 18.2  205 18.1  

50歳代 146 15.2  156 14.2  167 14.8  

60歳代 137 14.2  156 14.2  147 13.0  

70歳代 143 14.9  201 18.3  202 17.9  

80歳以上 82 8.5  86 7.8  113 10.0  

無回答 90 9.4  74 6.7  88 7.8  

計 962 100.0  1,101 100.0  1,131 100.0  

（※構成比は端数処理の都合上合計は必ずしも 100％にはなりません） 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和5年度

令和4年度

令和3年度

0.9 

1.5 

0.9 

7.6 

7.5 

7.1 

10.0 

11.7 

10.1 

18.1 

18.2 

19.8 

14.8 

14.2 

15.2 

13.0 

14.2 

14.2 

17.9 

18.3 

14.9 

10.0 

7.8 

8.5 

7.8 

6.7 

9.4 

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上 無回答

表 11 

図 11 相談者年代別の割合 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（２） 相談者性別 

女性からの相談が 656件（58.0％）、男性からの相談が 431件（38.1％）となりました。女性からの相談

のうち 25.5％にあたる 167件は家族など契約者が本人以外の相談でした。男性より女性の相談者が多くな

っている要因の一つと思われます。 

 

 

性 別 件 数 構成比（％） 

男 性 431 38.1  

女 性 656 58.0  

団体等 44 3.9  

不明・無回答 0 0.0  

計 1,131 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

男 性

431件

38.1％
女 性

656件

58.0％

団体等

44件

3.9%

不明・無回答

0件

0.0％

男 性 女 性 団体等 不明・無回答

表 12 

図 12 相談者性別割合 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（３） 相談者職業別 

「給与生活者」が 489件（43.2％）と最も多く、続いて「無職」289件（25.6％）、「家事従事者」199件

（17.6％）の順になっています。「企業・団体」31件は、事業者等からの相談でした。 

 

 

職業別 件 数 構成比（％） 

給与生活者 489 43.2  

自営・自由 73 6.5  

家事従事者 199 17.6  

学生 15 1.3  

無職 289 25.6  

相談窓口 0 0.0  

行政 12 1.1  

消費者団体 1 0.1  

企業・団体 31 2.7  

不明・無回答 22 1.9  

計 1,131 100.0  

 

 

 

給与生活者

489件

43.2％

自営・自由

73件

6.5％

家事従事者

199件

17.6％
学生

15件

1.3％

無職

289件

25.6％

相談窓口

0件

行政

12件

1.1％

消費者団体

1件

0.1％

企業・団体

31件

2.7％

不明・無回答

22件

1.9％

給与生活者 自営・自由 家事従事者 学生 無職

相談窓口 行政 消費者団体 企業・団体 不明・無回答

表 13 

図 13 相談者職業別割合 

 

（注）小数点以下第２位で四捨五入 
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４．商品・役務別状況（相談にかかわる商品・役務） 

（１） 相談にかかわる商品・役務 

相談内容が、「商品」か「役務（サービス）」か、消費者問題以外の「他の相談」かについての大きな区

分です。「商品」が 538件（47.6％）、「役務（サービス）」が 539 件（47.7％）で、わずかに「役務（サー

ビス）」に関する相談が上回りました。「他の相談」は相隣関係や相続、労働に関する相談でした。 

 

 

区 分 件 数 構成比（％） 

商 品 538 47.6  

役 務 539 47.7  

他の相談 54 4.8 

計 1,131 100.0  

（※構成比は端数処理の都合上合計は必ずしも 100％にはなりません） 

 

 

 

 

 

 

 

商 品

538件

47.6％

役 務

539件

47.7％

他の相談

54件

4.8％

商 品 役 務 他の相談

図 14 商品・役務別割合 

表 14 （注）小数点以下第２位で四捨五入 
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（２） 商品・役務別相談件数（大分類） 

全相談の中で「金融・保険サービス」が 106件と最も多く、「役務」小計 539件中、19.7％に上りまし

た。主に消費者金融や金融機関からの借り入れに関する相談や投資に関する相談です。次に多かった「商

品一般」は、「商品」小計 538件中 97件（18.0％）に上りました。国の機関や実在する事業者をかたった

迷惑メールによる架空請求や、注文した覚えのない荷物が届いたが開封していないなど、商品やサービス

が何なのか特定できない相談です。続いて多かった「教養娯楽品」93件のうち 31件は新聞購読契約に関

する相談でした。またその次に多かった「保健衛生品」92件は、主に SNS（ソーシャルネットワーキング

サービス）等で繰り返し表示される広告を見て、化粧品や育毛剤等を注文したところ、定期的に商品が届

く「定期購入」だったという相談です。 

 

商 品 件 数 役 務 件 数 

A.商品一般 97  K.クリーニング 1  

B.食料品 62  L.レンタル･リース･貸借 58  

C.住居品 37  M.工事･建築･加工 35  

D.光熱水品 19  N.修理･補修 20  

E.被服品 50  O.管理･保管 1  

F.保健衛生品 92  P.役務一般 5  

G.教養娯楽品 93  Q.金融･保険サービス 106  

H.車両･乗り物 41  R.運輸･通信サービス 77  

I.土地･建物･設備 45  S.教育サービス 2  

J.他の商品 2  T.教養･娯楽サービス 81  

商品 小計 538  U.保健･福祉サービス 63  

    V.他の役務 70  

Z.他の相談 54 W.内職･副業･ねずみ講 11  

    X.他の行政サービス 9  

    役務 小計 539  

計 1,131  

 

 

 

 

 

表 15 
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（３） 相談の多かった商品・役務（上位５） 

順 位 商品・役務等 主な相談内容 件 数 

1 商品一般 
内容が特定できないような架空請求や、注文した覚えのない商品が

届いたが開封していないなど、役務や商品が特定できない相談 
97 

2 化粧品 
SNSやネット広告でお試しのつもりで安価に注文したが定期購入だっ

たなどインターネット通販による契約に関する相談 
73 

3 レンタル・リース・貸借 
賃貸アパートの契約や修理費、敷金に関するトラブルなど 

58 

4 役務その他 

役務の相談のうち、ほかに定める分類に該当しないもの。パソコン

のセキュリティサポート、有料の質問サイト火災保険やビザ等の申

請代行、祈祷、廃品回収など 

55 

5 融資サービス 多重債務など貸金業法に関する相談 42 

 

★ 町別相談の多かった商品・役務（上位５） 

志免町 順 位 商品・役務等 件 数 粕屋町 
順 

位 
商品・役務等 件数 

 1 商品一般 33  1 商品一般 26 

 2 融資サービス 17  2 理美容 17 

 3 レンタル・リース・貸借 16  

3 
化粧品 14 

 4 書籍・印刷物 15  レンタル・リース・貸借 14 

 5 化粧品 13  5 娯楽等情報配信サービス 12 

        

宇美町 順 位 商品・役務等 件数 篠栗町 
順 

位 
商品・役務等 件数 

 1 化粧品 16  1 化粧品 14 

 2 役務その他 15  2 商品一般  11 

 3 商品一般 14  3 レンタル・リース・貸借 9 

 4 相談その他 13  

4 
自動車 8 

 5 レンタル・リース・貸借 12  役務その他 8 

        

須惠町 順 位 商品・役務等 件数     

 1 化粧品 14     

 2 商品一般 12     

 3 役務その他 8     

 

4 
工事・建築・加工 6     

 融資サービス 6     

表 16 
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５．相談内容別の傾向    

（１） 内容別分類（複数回答項目） 

解約したいなどの「契約・解約」に関する相談が最も多く 899 件、前年度の 834 件から 65 件増えまし

た。次いでセールストークや販売手口に問題のある「販売方法」に関する相談が 544 件、「価格・料金」

に関する相談が 255 件、事業者が行う表示、広告、マーク等「表示・広告」に関する相談が 238 件でし

た。 

 

    

 

内容別分類 件 数 

安全・衛生 27 

品質・機能 128 

法規・基準 46 

価格・料金 255 

計量・量目 0 

表示・広告 238 

販売方法 544 

契約・解約 899 

接客対応 180 

包装・容器 0 

施設・設備 2 

買物相談 1 

生活知識 1 

その他・無回答 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 内容別分類件数 

 
表 17 

（※１つの相談につき上限４項目付与） 
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６．契約購入金額及び既支払金額 

契約購入金額は総額約 5億 2,935万円となり、前年度の約 5億 8,510万円から 5,575万円減少しまし

た。契約購入金額には、「フリーローン・サラ金」の借入金額、約 6,350万円も含まれています。 

センターへの相談前に何らかの支払いをしていた既払金額の総額は約 1億 8,400万円で、平均既払金額

は約 32万円でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  金額 件数 構成比（％） 

契
約
購
入
金
額 

～1000円未満 18 1.6 

～1万円未満 140 12.4 

～5万円未満 183 16.2 

～10万円未満 70 6.2 

～50万円未満 127 11.2 

～100万円未満 39 3.4 

～500万円未満 64 5.7 

1億円未満 16 1.4 

1億円以上 1 0.1 

その他・不明 473 41.8 

総件数 1,131 100.0 

総合計金額 529,352,599    

平均金額 804,487  529,352,599÷（1,131-473） 

既
支
払
金
額 

件数 575   

総合計金額 184,058,037    

平均金額 320,100  184,058,037÷575 

表 18  

 
（注）小数点以下第２位で四捨五入 



24 

 

表 19 （単位：円） 

７．契約購入金額と救済金額 

センターが行うあっせんや自主交渉の助言、クーリング・オフの助言などにより救済された金額は 

約 1 億 9,700 万円でした。 

 

 

契約購入金額 救済金額 

529,352,599 196,677,735 

 

※契約購入金額には、契約前の買い物相談や多重債務相談の借入れ金額も含まれています。 

 

８．処理結果 

（１） 処理結果 

センターのあっせんの結果、何らかの解決がみられた「あっせん解決」は 242件でした。あっせんにも

かかわらず解決に至らなかった「あっせん不調」11件と、事業者や相談者と連絡が取れなくなった等の

「処理不能」25件を加えると、あっせんを行った件数は 278件であっせん率は 29.1％となりました。 

あっせんに要した日数は平均約 8.7日で、複数回にわたって交渉をすることが多く、中には 150日以上

解決に要したケースもありました。 

※ あっせん率の計算方法 

    278件（あっせん解決 242件＋あっせん不調 11件＋処理不能 25件） 

    954件（助言・自主交渉 712件＋あっせん解決 242件） 

 

 

処理結果 センターでの対応  件 数 

他機関紹介 業務外の労働相談などで他機関を紹介 33 

助言（自主交渉） クーリング・オフ方法の教示や自主交渉の仕方の助言 712 

その他情報提供 業務範囲内の相談で助言や情報を提供 89 

あっせん解決 あっせんの結果、解決が見られたもの 242 

あっせん不調 あっせんしたにも関わらず解決を見なかったもの 11 

処理不能 相談者や業者と連絡が取れなくなったなど 25 

処理不要 情報提供のみで相談者が処理を希望しなかったなど 19 

計   1,131 

 

 

表 20  
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１．志免町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

○志免町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

平成 28年 3月 23日 

志免町条例第 5号 

(趣旨) 

第 1条 この条例は、消費者安全法(平成 21年法律第 50号。以下「法」という。)第 10条の 2第 1項の規定に

基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。 

 

(名称及び住所等の公示) 

第 2条 町長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならな

い。当該事項を変更したときも、同様とする。 

(1) 消費生活センターの名称及び住所 

(2) 法第 8条第 2項第 1号及び第 2号の事務を行う日及び時間 

 

(消費生活センター長及び職員) 

第 3条 消費生活センターには、センター長及び事務を行うために必要な職員を置くものとする。 

 

(試験に合格した消費生活相談員の配置) 

第 4条 消費生活センターには、法第 10条の 3第 1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当

景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成 26年法律第 71号。以下「改正法」という。)

附則第 3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。 

 

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保) 

第 5条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮

し、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。 

 

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修) 

第 6条 町長は、消費生活センターにおいて法第 8条第 2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資

質の向上のための研修の機会を確保するものとする。 

 

(情報の安全管理) 

第 7条 町長は、法第 8条第 2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止

その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。 

 

(委任) 

第 8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
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附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行前に、改正法第 2条の規定による改正前の法第 10条第 3項の規定により公示した事項につ

いては、第 2条の規定による公示があったものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000961.html#e000000017
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２．かすや中南部広域消費生活センターの設置及び運営に関する規則 

 

○かすや中南部広域消費生活センターの設置及び運営に関する規則 

平成 27年 2月 16日 

志免町規則第 6号 

                         

(趣旨) 

第 1条 この規則は、志免町、宇美町、須恵町、粕屋町及び篠栗町の町民の消費生活に関する相談及び苦情を

適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、かすや中南部広域消費生活センター(以下

「センター」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

(名称及び位置) 

第 2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 かすや中南部広域消費生活センター 

位置 志免町志免中央一丁目 10番 10号 

 

(業務) 

第 3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。 

(2) 消費生活に係る知識の普及及び情報の提供に関すること。 

(3) その他消費生活の安定及び向上に関すること。 

 

(開設日及び開設時間) 

第 4条 センターの開設日、開設時間及び相談時間は、次のとおりとする。ただし、志免町の休日を定める条

例(平成元年志免町条例第 12号)第 1条第 1項に規定する休日を除くものとする。 

(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。 

(2) 開設時間は、午前 9時 00分から午後 5時までとする。 

(3) 消費生活相談の相談時間は、午前 10時から午後 3時 30分までとする。 

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更すること

ができる。 

   一部改正〔令和 2年規則 2号〕 

 

(その他) 

第 5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

  一部改正〔令和 2年規則 2号〕 

附 則 

この規則は、平成 27年 4月 1日から施行する。 

  附 則（平成 30年 3月 28日規則第 7号） 

この規則は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

  附 則（令和 2年 1月 10日規則第 2号） 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#e000000029
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000011.html?id=j1_k1
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000011.html?id=j1_k1
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#e000000042
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
http://www1.g-reiki.net/shime/reiki_honbun/q029RG00000904.html#l000000000
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３．平成 28年版消費者白書 ≪地方公共団体の様々な取組≫ 
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令和 5年度 出 前 講 座 
開催回数 １９回（志免町：１回  宇美町：１回  須恵町：２回  粕屋町：１３回  篠栗町：２回） 

No 月 日 講座名 対象者 場 所 
参加 

人数 

1 
5 月 17日(水)  

10:00～ 
消費者問題啓発講座 

志免町 

「しめカフェ：高齢者」 
志免町シーメイト 15 

2 
6 月 24日(土)   

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

須恵町須恵区 

「福寿会：高齢者」 
須恵町須恵区公民館 36 

3 
7 月 29日(土） 

10：00～ 
消費者教育講座 

須恵町 須恵町第 1小学校区             

すこやかコミュニティー児童・保護者 
須恵町カルチャーセンター 105 

4 
9 月 6日（水） 

13：00～ 
消費者問題啓発講座 

宇美町平成自治区          

「平成自治会：高齢者」 
宇美町平成自治区公民館 20 

5 
9 月 7日（木） 

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

篠栗町新町区          

「松寿会：高齢者」 
篠栗町新町区公民館 17 

6 
10月 11日(水）   

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町長戸区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町長戸区公民館   12 

7 
10月 12日（木）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町長者原下区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町長者原下区公民館  30 

8 
10月 12日（木）

13：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町花ケ浦区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」     
粕屋町花ヶ浦区公民館 18 

9 
10月 18日（水）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町長者原上区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町長者原上区公民館 18 

10 
10月 26日（木）

14：00～ 
消費者問題啓発講座 

篠栗町 

「認知カフェ：高齢者」 
オアシス篠栗 7 

11 
11 月 2日（木）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町阿恵区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町阿恵区公民館 18 

12 
11 月 7日（火）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町江辻区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」      
粕屋町江辻山会館 10 

13 
11 月 8日（水）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町若宮区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町若宮区公民館 13 

14 
11月 15日（水）

11：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町大隈地区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町大隈区公民館 14 

15 
11月 28日（火）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町戸原区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町戸原区公民館 20 

16 
12月 15日（金）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町長者原中区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町長者原中区公民館 16 

17 
12月 20日（水）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町原町区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」      
粕屋町原町区公民館 12 
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18 
 1 月 9日（火）

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町サンライフ区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町サンライフ区公民館 16 

19 
1 月 22日（月） 

10：00～ 
消費者問題啓発講座 

粕屋町柚須区 

「ゆうゆうサロン：高齢者」 
粕屋町柚須文化センター 18 

  合 計 415 

  

出前講座の様子 

志免町 消費者問題啓発講座 
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須恵町 消費者問題啓発講座 

宇美町 消費者問題啓発講座 
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須恵町   消費者教育講座 

粕屋町 消費者問題啓発講座 
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粕屋町 消費者問題啓発講座 

篠栗町 消費者問題啓発講座 
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.                                                                     . 

事  業  概  要 

（令和 ６ 年１０月） 

 

 

編 集   か す や 中 南 部 広 域 消 費 生 活 セ ン ター 

 

〒811-2244 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目１０番１０号 

               TEL: 092-936-1597【事務連絡】 

                  TEL: 092-936-1594【相談受付】 

                  FAX: 092-936-1610 

.                                                                     . 

 


